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地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく検査を執行した結果は次のとお

りです。 

 

１ 監査の期間 

  平成２９年１０月１日から平成３０年１月２４日 

２ 監査の対象 

  平成２８年１０月１日から平成２９年９月３０日までに執行された平成 

２８年度下半期及び平成２９年度上半期分の財務に関する事務 

３ 監査の結果 

  別紙のとおり 
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結 果 報 告 書 

 

 

１ 監査の種類 

  定期監査（地方自治法第１９９条第４項の規定による監査） 

 

 

２ 監査の実施期間 

  平成２９年１０月１日から平成３０年１月２４日まで 

  なお、平成２９年１０月２５日の実査を含む。 

 

 

３ 監査の対象 

  平成２８年１０月１日から平成２９年９月３０日までに執行された平成 

２８年度下半期及び平成２９年度上半期分の財務に関する事務 

 

 

４ 監査の方法 

  事前に各所管に対し関係資料の提出を求め、関係諸帳簿の照合等を行うと 

ともに、担当責任者への事情聴取等を実施した。 

 

 

５ 重点項目 

  今回の定期監査にあたっては、次の点に重点を置き、予算に対する実績は

妥当であるか、経理事務について管理点検体制が確立され有効に機能してい

るか等の着眼点を定めて実施した。 

（１） 平成２８年度及び平成２９年度の特定期間に係る保険財政の状況 

（２） 債権管理に係る事項 

（３） 市町村への補助金支出に係る事項 

（４） 平成２８年度末から平成２９年度当初にかけての基金の財務処理 

（５） 一般競争入札の執行状況 

（６） 随意契約の状況  

（７） 情報システム関連の契約に係る事項 

（８） 前回の定期監査において措置を求めた事項 

（９） 監査委員定例会において行った異例な支出等の通査及び平成２８年度

分の決算審査において監査委員が財務事務の見直し等を求めた場合にお

ける当該事項 

 

 



６ 監査の結果 

今回の監査対象期間は、平成２８年度１０月から平成２９年９月までであ

る。 

事業全般に係る財務事務を監査したが、法令等を遵守し、目的に従って概

ね適正かつ効率的に執行されているものと認められた。引き続き、適正かつ

効率的な事務執行に努められたい。 

特に、平成２８年度は、国庫補助金の確保に努め、中でも保険者インセン

ティブにおいては、全国の後期高齢者医療広域連合の中で最多の額を確保す

ることができた。同制度は、広域連合による予防・健康づくりや医療費適正

化の事業実施が、全国規模で展開されることを目的とした国の支援制度であ

るが、本広域連合のこれまでの取組が、全国でも高順位を獲得し、特別調整

交付金に反映されたことは、安定した財政運営に向けた取組として評価でき

る。 

一方、財務事務の一部に改善や検討が必要と認める事項もあり、これらの

中には準備監査の時点で、すでに改善に向け着手している事項もあったが、

速やかに適切な措置を講じる必要がある。 

 

（１）措置を求める事項 

ア 会計管理について 

会計管理者印と預金通帳については、金庫内の同じ場所に保管されてい

た。効率性の観点から、行われていると推察されるが、より安全性を確

保するためには、会計管理者印と預金通帳は別の場所に保管することが

適切であるため、安全性を高めるための保管方法について考えられたい。 

支出手続きのうち振込については、会計管理者印管理、預金通帳管理

及び振込金額確認等の財務システム処理について、担当者への業務の集

中が懸念される。内部統制による安全性をより向上させるため、常に複

数の者の管理が入るよう方法を考えられたい。 

イ 債権管理について 

債権回収については、一括での支払いが困難な場合に分割納付の相談

に応じている。債務者の支払い能力や資産状況を把握し、分納誓約書提

出のうえ分割納付を認めている。 

しかしながら、分割納付に関する明確な基準がなく、債務者の財産状

態を十分に調査できているとは言い難い部分も見受けられる。今後、被

保険者数の増加に伴い債権金額は増大することが予想されるため、改善

策を考えられたい。 

 

なお、事務処理上注意すべき軽微な指摘事項については、すでに事務局へ

伝えており、対応済みの事項もあるが、引き続き改善に向けて取り組んでい

ただきたい。 


